

家畜飼料特別支援資金融通事業実施要領　
（平成２５年３月１８日付け２４農畜機第５０７１号承認）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　公益社団法人　中央畜産会
　　　　　　　　　　　制定　平成２５年２月２７日付け２４年発中畜第９４９号－２
　　　　　　　　　一部改正　平成２５年４月２３日付け２５年度発中畜第１６号
　　　　　　　　　一部改正　平成２６年５月２８日付け２６年度発中畜第２２６号
　　　　　　　　　一部改正　平成２７年４月８日付け２７年度発中畜第２４号
　　　　　　　　　一部改正　令和２年２月４日付け元年度発中畜第４２０６号
　　　　　　　　　一部改正　令和３年１２月２４日付け２年度発中畜第５３７０号
　　　　　　　　　一部改正　令和８年４月３日付け８年度発中畜第１０号
近年の化石燃料に代わるエネルギー資源としてのとうもろこしの需要拡大等を背景として配合飼料価格が上昇しており、価格の上昇が急激かつ大幅なものになれば、飼料原料の多くを輸入に依存している我が国畜産業に深刻な影響を及ぼすことになる。
このような状況において、我が国畜産の生産基盤の維持と安定的発展を図るためには、国産粗飼料の一層の生産・利用拡大、未活用資源の飼料利用、家畜の飼養技術の向上等により、更なる生産性の向上等を図ることが必要であるが、生産方式の転換が図られるまでの間の飼料購入資金が不足する経営が出てくることも想定される。
このため、公益社団法人中央畜産会会長（以下「会長」という。）は、畜産特別支援資金融通事業実施要綱（平成２５年２月２６日付け２４農畜機第４６９９号、以下「実施要綱」という。）に基づき、独立行政法人農畜産業振興機構理事長（以下「理事長」という。）の補助を受け、畜産経営等に対し、融資機関が行う飼料購入資金の貸し付けを円滑にするため、当該資金につき利子補給を行う事業を実施するとともに、農業信用基金協会（以下「基金協会」という。）により当該資金に係る保証債務の弁済が行われた場合に、当該弁済に伴う損失の一部を補てんするための補助を行う事業を実施し、もって我が国畜産経営の安定に資するものとする。
この事業の実施に関しては、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律（昭和３０年法律第１７９号）及び補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令（昭和３０年政令第２５５号）並びに「畜産業振興事業の実施について」（平成１５年１０月１日付け１５農畜機第４８号）に定めるもののほか、実施要綱及びこの実施要領の定めるところによる。

　第１　事業の内容
１　家畜飼料特別支援事業
畜産経営に対し飼料購入に必要な家畜飼料特別支援資金（以下「飼料支援資金」という。）を実施要綱別添３の第３の４の（１）のカの規定に基づく貸付条件により融通する融資機関及び指定団体等（畜産経営の安定に関する法律（昭和36年法律第１８３号）第２条第４項第1号イに規定する生乳生産者団体（以下「指定団体」という。）並びにその直接又は間接の構成員である農業協同組合又は農業協同組合連合会をいう。以下同じ）が指定団体に生乳の販売を委託する生産者に対し支援を実施するため必要となる資金（以下「生乳販売委託生産者支援資金」という。）について、実施要綱別添３の第３の４の（１）のカの規定に基づく貸付条件により指定団体等に融通する融資機関に対し、利子補給を行うこと（以下「利子補給事業」という。）及び利子補給事業の円滑な実施を図るために必要な調査、指導等を行うこと。

２　家畜飼料債務保証円滑化対策事業
基金協会に対し、家畜飼料債務保証円滑化資金（以下「飼料円滑化資金」という。）を交付すること及びこの事業の実施に係る調査その他の事務を行うこと。
また、飼料支援資金について家畜飼料債務保証円滑化対策事業及び生産振興総合対策事業実施要領（平成１４年４月１５日付け１３生産第１０２００号農林水産省生産局長通知）第９のⅡの４の畜産経営維持安定特別対策事業（以下「畜産経営維持安定特別対策事業」という。）に基づく基金協会からの代位弁済を受けた融資機関に対し、当該融資に伴う損失の一部を補てんするために、飼料円滑化資金を交付すること及びこの事業の実施に係る調査その他の事務を行うこと。
第２　家畜飼料特別支援事業の実施
１　利子補給事業の実施
（１）利子補給事業の運営　　
ア　利子補給金の交付
　会長は、飼料支援資金及び生乳販売委託生産者支援資金を貸し付けた融資機関に対し、利子補給金を交付するものとする。
　　　イ　利子補給の期間
利子補給期間は、貸付後１０年以内とする。
ウ　利子補給率
利子補給率は、実施要綱別添３の第３の４の（１）のカの（オ）に基づき定める率とする。
　　　エ　利子補給金の額
利子補給金の交付額は、融資機関の飼料支援資金の貸付平均残高にウの利子補給率を乗じて得た額に相当する額とする。
　　　オ　会長は、実施要綱別添３の第３の４の（１）のキにより畜産経営生産性向上計画（以下「生産性向上計画」という。）の承認が取消しとなった場合又は飼料支援資金の借入者が経営を中止した場合には、これ以降、融資機関に対し、当該資金の貸し付けに係る利子補給金の交付を行わないものとする。
　　　カ　利子補給金の返還
会長が融資機関に対し利子補給金を交付した後、交付した利子補給金の全部又は一部が適当でないと認められた場合には、会長は、次により利子補給金を返還させる等の措置をとるものとする。
（1） 当該融資機関から事情を徴するとともに、適当でないと認められた利子補給金の全部又は一部に別表１に定める利息相当額を加算して得た額（以下「返還金」という。）を別表２に定める期限までに納付させるものとする。
（イ）（ア）の期限内に返還金が納付されない場合は、当該返還金のほか、（ア）の期限の翌日から納付の日までの日数に応じ当該返還金に年１０．９５パーセントの割合で計算した延滞金を徴するものとする。
　（２）利子補給事業の手続き
ア　生産性向上計画の報告
都道府県知事は、融資機関から提出された生産性向上計画を承認したときは、その承認状況を別紙様式第1号の畜産経営生産性向上計画承認状況報告書にとりまとめの上、速やかに会長に報告するものとする。
イ　利子補給契約の締結
飼料支援資金の貸し付けを行おうとする融資機関は、別紙様式第２号の家畜飼料特別支援資金利子補給契約締結申込書に別紙様式第３号の家畜飼料特別支援資金利子補給契約書を添えて会長に提出し、利子補給契約を締結するものとする。
ウ　貸付実行報告書の提出
融資機関は、畜産経営に飼料支援資金の貸し付けを行なった場合は、貸付者、貸付額、貸付利率、償還予定日等を別紙様式第４号の家畜飼料特別支援資金貸付実行報告書（融資機関用）（以下「飼料支援資金貸付実行報告書（融資機関用）」という。）により会長に貸付実行月の翌月末までに、指定団体等に生乳販売委託生産者支援資金の貸し付けを行った場合は、貸付指定団体等名、貸付額、貸付利率、償還予定日等を別紙様式第４号の飼料支援資金貸付実行報告書（融資機関用）により会長に貸付実行後速やかに提出するものとする。

ただし、岩手県、宮城県及び福島県において、平成２３年３月１１日発生の東北地方太平洋沖地震の影響により、平成２２年度第４四半期に飼料支援資金の融通及びそれに係る手続きが困難と知事が認めたものについては、実施要綱の付則により当該手続の期限を平成２３年６月３０日まで猶予できるとしたことに伴い平成２３年４月１日以降平成２３年６月３０日までに貸し付けが行われたものについての融資機関からの飼料支援資金貸付実行報告書の提出は貸付実行月の翌月末までとする。
エ　利子補給額等の通知
会長は、飼料支援資金貸付実行報告書の提出を受けた場合は、別紙様式第５号の家畜飼料特別支援資金償還計画額・利子補給額計算書（以下「飼料支援資金利子補給額等計算書」という。）を、都道府県及び信用農業協同組合連合会又は理事長が適当と認める団体（以下「信農連等」という。）並びに融資機関に通知するものとする。
オ　貸付実行状況等異動報告書の提出
融資機関は、飼料支援資金貸付実行報告書（融資機関用）に異動が生じた場合には、別紙様式第６号の家畜飼料特別支援資金貸付実行状況等異動報告書（融資機関用）（以下「飼料支援資金異動報告書（融資機関用）」という。）を、速やかに会長に提出するものとする。
カ　利子補給額等の異動修正額の通知
会長は、飼料支援資金異動報告書（融資機関用）により利子補給額等を修正した場合は、別紙様式第７号の家畜飼料特別支援資金償還計画額・利子補給額異動修正計算書（以下「飼料支援資金異動修正計算書」という。）を、都道府県及び信農連等並びに融資機関に通知するものとする。
キ　生産性向上計画の承認取消報告書の提出
都道府県知事は、実施要綱別添３の第３の４の（１）のキに基づき、生産性向上計画の承認を取消した場合は、別紙様式第８号の畜産経営生産性向上計画承認取消報告書により、速やかに会長に通知するものとする。
ク　利子補給金の請求
（ア）利子補給金の交付を受けようとする融資機関は、都道府県知事の確認を得て、会長から送付された飼料支援資金利子補給額等計算書又は飼料支援資金異動修正計算書に基づき別紙様式第９号の家畜飼料特別支援資金利子補給金請求書（融資機関用）（以下「飼料支援資金利子補給金請求書（融資機関用）」という。）により会長に請求するものとする。
（イ）畜産経営に対する飼料支援資金の貸し付けに係る飼料支援資金利子補給金請求書の提出期限は、次に定めるとおりとする。

	区　　分
	利　子　補　給　金　請　求　書　の　提　出　期　限

	
	１年目
	２年目
	３年目
	４年目
	５年目
	６年目
	７年目
	８年目
	９年目
	１０年目

	平成１９年４月１日から平成１９年９月３０日までの間の貸付けに係るもの
	平成
２０年１１月末
	平成
２１年１１月末
	平成
２２年１１月末
	平成
２３年１１月末
	平成
２４年
１１月
末
	平成
２５年
１１月
末
	平成
２６年
１１月末
	平成
２７年
１１１月
末 
	平成
２８年
１１月末
	平成
２９年
１１月

末

	平成１９年１０月１日から平成２０年３月３１日までの間の貸付けに係るもの
	平成
２１年５月末
	平成
２２年５月末
	平成
２３年５月末
	平成
２４年５月末
	平成
２５年５月末
	平成
２６年５月末
	平成
２７年５月末
	平成
２８年５月末
	平成
２９年５月末
	平成
３０年

５月末

	平成２０年４月１日から平成２０年９月３０日までの間の貸付けに係るもの
	平成
２１年１１月末
	平成
２２年１１月末
	平成
２３年１１月末
	平成
２４年１１月末
	平成
２５年１１月末
	平成
２６年１１月末
	平成
２７年１１月末
	平成
２８年１１月末
	平成
２９年１１月末
	平成
３０年

１１月

末

	平成２０年１０月１日から平成２１年３月３１日までの間の貸付けに係るもの
	平成
２２年５月末
	平成
２３年５月末
	平成
２４年５月末
	平成
２５年５月末
	平成
２６年５月末
	平成
２７年５月末
	平成
２８年５月末
	平成
２９年５月末
	平成
３０年５月末
	令和
元年

５月末

	平成２１年４月１日から２１年９月３０日までの間の貸付けに係るもの
	平成
２２年１１月末
	平成
２３年１１月末
	平成
２４年１１月末
	平成
２５年１１月末
	平生
２６年１１月末
	平成
２７年１１月末
	平成
２８年１１月末
	平成
２９年１１月末
	平成
３０年１１月末
	令和
元年

１１月末

	平成２１年１０月１日から平成２２年３月３１日までの間の貸付けに係るもの
	平成
２３年５月末
	平成
２４年５月末
	平成
２５年５月末
	平成
２６年５月末
	平成
２７年５月末
	平成
２８年５月末
	平成
２９年５月末
	平成
３０年５月末
	令和
元年
５月末
	令和
２年

５月末

	平成２２年４月１日から２２年９月３０日までの間の貸付けに係るもの
	平成
２３年１１月末
	平成
２４年１１月末
	平成
２５年１１月末
	平成
２６年１１月末
	平生
２７年１１月末
	平成
２８年１１月末
	平成
２９年１１月末
	平成
３０年１１月末
	令和
元年
１１月末
	令和
２年

１１月末

	平成２２年１０月１日から平成２３年３月３１日までの間の貸付けに係るもの

（ウのただし書きの貸付けを含む。）
	平成
２４年５月末
	平成
２５年５月末
	平成
２６年５月末
	平成
２７年５月末
	平成
２８年５月末
	平成
２９年５月末
	平成
３０年５月末
	令和
元年
５月末
	令和
２年
５月末
	令和
３年

５月末


（ウ）指定団体等に対する生乳販売委託生産者支援資金の貸し付けに係る利子補給金請求書の提出期限は、償還期限後２カ月を超えないものとする。

　（３）飼料支援資金の管理状況報告
融資機関は、毎年度、当該年度に実施した飼料支援資金に係る融資実績を別紙様式第１０号の家畜飼料特別支援事業実績報告書（融資機関用）により翌年度の４月１０日までに、会長に提出するものとする。
　（４）生産性向上計画の達成状況報告
都道府県知事は、承認を行った生産性向上計画につき、貸付後3年間について、毎年1回、計画の達成状況を確認することとし、上半期（1～6月）」貸付分については9月末までに、下半期（７～12月）貸付分については翌年の3月末までに別紙様式第１１号の畜産経営生産性向上計画達成状況確認報告書に取りまとめの上会長に報告するものとする。
　２　調査、指導事業
会長は、利子補給事業の適正かつ円滑な実施を図るため融資機関に対して必要な調査、指導を行うものとする。
第３　家畜飼料債務保証円滑化対策事業の実施
１　家畜飼料債務保証円滑化対策事業の運営
（１）会長は、基金協会が飼料支援資金の保証債務（実施要綱別添３の第３の４の（２）のアの（ウ）に規定する額の保証債務をいう。以下同じ。）の弁済を行った場合には、当該基金協会に対し、飼料円滑化資金を交付するものとする。
また、融資機関が家畜飼料債務保証円滑化対策事業又は畜産経営維持安定特別対策事業に基づく飼料支援資金に係る基金協会からの代位弁済を受けた場合には、当該融資機関に対し、当該融資に伴う損失の一部を補てんするために、飼料円滑化資金を交付するものとする。
（２）（１）により交付する額は、基金協会にあっては、飼料支援資金に係る保証債務の弁済額（当該保証債務に係る独立行政法人農林漁業信用基金からの保険金受領額又はその予定額を除く。以下「弁済額」という。）に４分の１を乗じて得た額を限度とし、また、融資機関にあっては家畜飼料債務保証円滑化対策事業又は畜産経営維持安定特別対策事業に基づく飼料支援資金に係る基金協会の保証債務の弁済時における当該借入金の元本、利息及びこれらの遅延損害金の合計額の残高から、債務保証契約に基づき基金協会より保証債務の弁済を受けた額を控除した額（以下「残債権」という。）に１０分の９を乗じて得た額を限度とする。
（３）会長は、飼料円滑化資金の交付後に理事長から飼料円滑化資金の返還命令があった場合は、基金協会及び融資機関対して返還を命じるものとする。
２　飼料円滑化資金の交付手続き
（１）融資機関の畜産経営に対する飼料支援資金の融資についてその債務の保証を行おうとする基金協会にあって、飼料支援資金に係る保証債務の履行した場合において、実施要綱別添３の第３の３の（１）のイに規定する飼料円滑化資金を受けることとなる基金協会は、あらかじめ別紙様式第１２号の１の家畜飼料債務保証円滑化資金の交付に関する契約締結申込書（農業信用基金協会用）に別紙様式第１３号の１の家畜飼料債務保証円滑化資金の交付に関する契約書（農業信用基金協会用）を添えて会長に提出し、交付に関する契約を締結するものとする。
また、１の（１）の飼料円滑化資金の交付を受けようとする融資機関は、飼料支援資金の融資について基金協会と債務保証契約締結後速やかに別紙様式第１２号の２の家畜飼料債務保証円滑化資金の交付に関する契約締結申込書（融資機関用）に別紙様式第１３号の２の家畜飼料債務保証円滑化資金の交付に関する契約書（融資機関用）を添えて、会長に提出し、交付に関する契約を締結するものとする。
（２）基金協会は、飼料支援資金の融資を行う融資機関と当該資金の融資に係る債務の保証が成立したものについて、別紙様式第１４号の家畜飼料特別支援資金に係る債務保証成立状況報告書により、毎月分を翌月末までに会長に報告するものとする。
（３）飼料円滑化資金の交付
基金協会は、会長の承認を受けて融資機関に対し家畜飼料債務保証円滑化対策事業に基づく飼料支援資金に係る保証債務の弁済をしたことにより、当該飼料円滑化資金の交付を受けようとする場合は、当該保証債務の弁済を行った日から起算して６か月以内に別紙様式第１５号の１の家畜飼料債務保証円滑化資金交付申請書及び請求書（農業信用基金協会用）を会長に提出するものとする。
また、基金協会が融資機関に対し家畜飼料債務保証円滑化対策事業又は畜産経営維持安定特別対策事業に基づく飼料支援資金に係る保証債務の弁済をしたことにより、融資機関が飼料円滑化資金の交付を受けようとする場合は、信用基金協会から当該保証債務の弁済を受けた日から起算して６か月以内に別紙様式第１５号の２の家畜飼料債務保証円滑化資金交付申請書及び請求書（融資機関用）を会長に提出するものとする。
会長は、基金協会から家畜飼料債務保証円滑化対策事業に基づく飼料円滑化資金の交付の申請があった場合には、当該基金協会が保有する代位弁済の財源となる基金等への融資機関等からの拠出等が実施されていることを確認した上で交付を決定し、支払うものとする。
また、融資機関から家畜飼料債務保証円滑化対策事業又は畜産経営維持安定特別対策事業に基づく飼料円滑化資金の交付の申請があった場合には、基金協会が融資機関に対し当該飼料支援資金に係る保証債務の弁済をしたこと確認した上で交付を決定し、支払うものとする。
（４）飼料円滑化資金の実績報告
毎年度、当該年度に交付を受けた飼料円滑化資金について、基金協会は、別紙様式第１６号の１の家畜飼料債務保証円滑化資金実績報告書（農業信用基金協会用）を、融資機関は、別紙様式第１６号の２の家畜飼料債務保証円滑化資金実績報告書（融資機関用）を、翌年度の４月１０日までに会長に提出するものとする。
３　飼料円滑化資金の返還等
（１）基金協会及び融資機関は、飼料支援資金に係る保証債務の弁済によって取得した基金協会の求償権（以下「求償権」という。）及び融資機関の残債権について、協力して回収に努めるものとする。
（２）基金協会及び融資機関は、それぞれが交付を受けた飼料円滑化資金を、その対象とする飼料支援資金に係る求償権の償却及び残債権の償却に必要な経費のうちそれぞれの負担に係る経費に充てることができるものとする。
（３）基金協会は、飼料支援資金に係る家畜飼料債務保証円滑化対策事業に基づく保証業務が終了（基金協会のすべての飼料支援資金に係る保証債務の償還又は求償権の回収若しくは償却が終了した時点のことをいう。以下同じ。）した場合において、当該基金協会に交付された飼料円滑化資金から、（２）の求償権の償却に要した経費を差引いた結果、残額がある場合には、当該残額について、会長に返還するものとする。ただし、求償権の行使により回収を行った場合には、飼料円滑化資金に相当する額について、毎事業年度の決算終了後速やかに会長に返還するものとする。
（４）融資機関は、当該融資機関が融資したすべての飼料支援資金に係る家畜飼料債務保証円滑化対策事業及び畜産経営維持安定特別対策事業に基づく保証債務及び残債権の回収又は償却が終了した場合において、当該融資機関に交付された飼料円滑化資金から、（２）の残債権の償却に要した経費を差引いた結果、残額がある場合には、当該残額について、会長に返還するものとする。ただし、残債権の行使により回収を行った場合には、飼料円滑化資金に相当する額について、毎事業年度の決算終了後速やかに会長に返還するものとする。
（５）基金協会及び融資機関は、求償権及び残債権の行使により回収を行った場合には、当該事業年度の決算終了後速やかに、基金協会は、別紙様式第１７号の１－１の家畜飼料債務保証円滑化対策事業に係る求償権回収状況等報告書（農業信用基金協会用）を、融資機関は、別紙様式第１７号の１-２の家畜飼料債務保証円滑化対策事業に係る残債権回収状況等報告書（融資機関用）を会長に提出するものとする。

（６）基金協会は、求償権の行使により回収した額のうち弁済額に対応する額に、当該求償権につき交付された飼料円滑化資金の額を弁済額で除して得られた率を乗じて得られた額について、また、融資機関は、回収した残債権の額のうち当該残債権につき交付された飼料円滑化資金の額を残債権で除して得られた率を乗じて得られた額について、毎事業年度の決算終了後速やかに、基金協会は、別紙様式第１７号の２－１の家畜飼料債務保証円滑化対策事業に係る返納書（農業信用基金協会用）を、融資機関は、別紙様式第１７号の２－２の家畜飼料債務保証円滑化対策事業に係る返納書（融資機関用）を会長に提出の上、返納するものとする。

４　飼料円滑化資金の管理状況報告
毎年度、交付を受けた飼料円滑化資金の管理状況等について、基金協会は、別紙様式第１７号の３－１の家畜飼料債務保証円滑化資金管理状況等報告書（農業信用基金協会用）に、融資機関は、別紙様式第１７号の３－２の家畜飼料債務保証円滑化資金管理状況等報告書（融資機関用）にとりまとめ、翌年度の４月３０日（飼料支援資金にかかる保証業務が終了（基金協会の飼料支援資金の融資に係る保証債務の償還または求償権の償却が終了した時点のことをいう。）した場合にあっては、終了した日から起算して１ヵ月を経過した日）までに、会長に提出するものとする。
５　調査その他の事務
会長は、家畜飼料債務保証円滑化事業に係る調査その他の事務を行う。
第４　家畜飼料特別支援事業の委託等
会長は、利子補給事業及び家畜飼料債務保証円滑化対策事業の一部を信農連等に対し、次により委託するものとする。
１　信農連等への委託事業
利子補給事業及び家畜飼料債務保証円滑化対策事業の適正円滑化を図るための融資機関に対する指導及び連絡等に関する次の事業
（１）融資機関から提出された別紙様式第２号の家畜飼料特別支援資金利子補給契約締結申込書及び別紙様式第３号の家畜飼料特別支援資金利子補給契約書を、別紙様式第１２号の２の家畜飼料債務保証円滑化資金の交付に関する契約締結申込書(融資機関用)及び別紙様式第１３号の２の家畜飼料債務保証円滑化資金の交付に関する契約書(融資機関用)を取りまとめること。
（２）融資機関から提出された別紙様式第４号の飼料支援資金貸付実行報告書（融資機関用）及び別紙様式第６号の飼料支援資金異動報告書（融資機関用）を取りまとめ、審査及び保管すること。
（３）融資機関から提出された別紙様式第１０号の家畜飼料特別支援事業実績報告書（融資機関用）を取りまとめ、審査及び保管すること。
（４）会長から送付された別紙様式第５号の飼料支援資金利子補給額等計算書及び別紙様式第７号の飼料支援資金異動修正計算書のうち融資機関に係るものを送付すること。
（５）融資機関から、利子補給金の請求のために提出された別紙様式第９号の飼料支援資金利子補給金請求書（融資機関用）及び飼料円滑化資金の請求のために提出された別紙様式第１５号の２の家畜飼料債務保証円滑化資金交付申請書及び請求書（融資機関用）を取りまとめ、審査及び保管すること。
（６）融資機関からの委任による利子補給金及び飼料円滑化資金の請求及び会長から交付された利子補給金及び飼料円滑化資金を融資機関に送金すること。
（７）会長から融資機関に通知される通知文を伝達すること。
（８）交付した利子補給金及び飼料円滑化資金の返還に関する書類を審査すること。
（９）融資機関からの委任による利子補給金及び飼料円滑化資金の返還金を会長に送金すること。
（１０）融資機関の貸付状況等を調査するとともに、経営中止等の事例を的確に把握し、誤って利子補給金の請求が行われないように指導すること。
（１１）融資機関に対する基金協会からの代位弁済の状況を調査するとともに、飼料円滑化資金の交付請求が適正に行われるよう指導すること。
（１２）その他会長が必要と認めて委託する事業を処理すること。
２　第２の１の（１）のカ及び第２の１の（２）のイ、ウ、エ、オ、カ、クの（ア）、（３）の事務及び第３の１の（３）の融資機関から会長に対する飼料円滑化資金の返還に関する事務及び第３の２の（１）の会長から融資機関に交付する飼料円滑化資金の交付契約に関する事務、（３）の融資機関から会長に対する飼料円滑化資金請求に関する事務、（４）の融資機関から会長に対する飼料円滑化資金交付実績の報告に関する事務及び第３の３の融資機関から会長に対する飼料円滑化資金管理状況等報告に関する事務を信農連等に委任する融資機関は、これら事務を別紙様式第１８号の委任状をもって信農連等に委任するものとする。
３　信農連等は、第２の１の（２）のウの飼料支援資金貸付実行報告書（融資機関用）については別紙様式第１９号の家畜飼料特別支援資金貸付等実行報告書（委託機関用）を、第２の１の（２）のオの飼料支援資金異動報告書（融資機関用）については、別紙様式第２０号の家畜飼料特別支援資金貸付実行状況等異動報告書（委託機関用）を、第２の１の（２）のクの（ア）の飼料支援資金利子補給金請求書（融資機関用）については別紙様式第２１号の家畜飼料特別支援資金利子補給金請求書（委託機関用）を、第２の１の（３）の家畜飼料特別支援事業実績報告書（融資機関用）については別紙様式第２２号の家畜飼料特別支援事業実績報告書（委託機関用）を、第３の２の（３）の家畜飼料債務保証円滑化資金交付申請書及び請求書（融資機関用）については別紙様式第２３号の家畜飼料債務保証円滑化資金交付申請書及び請求書（委託機関用）を会長に提出するものとする。
第５　その他
　１　融資機関及び信農連等は、家畜飼料特別支援事業及び家畜飼料債務保証円滑化対策事業に係る経理状況を明らかにするとともに、帳簿及び関係証拠書類を整備保管するものとし、その保管期間は、融資機関に対する利子補給金の交付がすべて完了した最終年度の翌年度から起算し、５年間とする。
２　基金協会は、家畜飼料債務保証円滑化対策事業に係る経理については、適正に処理するとともに、その内容を明らかにした帳簿及び関係書類を整備保管するものとし、その保存期間は、基金協会による飼料支援資金の融資にかかる保証業務が終了した年度の翌年度から起算して５年間とする。
３　融資機関及び基金協会は、都道府県、信農連等及び中央畜産会が本要領にもとづく事業に係る補助の状況に関して報告を求めた場合、又は本事業に係る帳簿等関係証拠書類を調査する場合には協力するものとする。
附　則
　この実施要領は、理事長の承認のあった日から施行し、平成２５年２月２６日より適用するものとする。

　
附　則　(平成２５年５月８日２５農畜機第５５３号承認)

　　１　この実施要領の改正は、理事長の承認のあった日から施行し、平成２５年４月１日より適用するものとする。

　　２　この実施要領の施行により、家畜飼料特別支援資金融通事業実施要領（平成２３年６月３日２３農畜機第１０７６号承認）（以下「旧実施要領」）は廃止する。

　　３　前項の規定による廃止前の旧実施要領による補助については、本実施要領による補助とみなす。

　　４　第２項の規定による廃止前の旧実施要領に規定される事業の実績報告、帳簿の整理保管等については、なお従前の例による。
附　則　（平成２６年６月４日２６農畜機第１０６９号承認）
　この実施要領の改正は、理事長の承認のあった日から施行し、平成２６年４月１日より適用するものとする。

　附　則　（平成２７年４月３０日２６農畜機第３３６号承認）
　この実施要領の改正は、理事長の承認のあった日から施行し、平成２７年４月１日より適用するものとする。
附　則　（令和２年1月３０日元農畜機第６３４８号承認）
　この実施要領の改正は、理事長の承認のあった日から施行し、令和２年1月３０日より適用するものとする。
附　則　（令和３年１２月１７日３農畜機第４７９５号承認）
　　　　この実施要領の改正は、理事長の承認のあった日から施行し、令和２年１１月１８日より適用するものとする。
附　則　（令和８年４月３日８農畜機第１１５号承認）
この実施要領の改正は、理事長の承認のあった日から施行し、令和８年４月１日より適用するものとする。
別表１
	利息相当額

	利息相当額は、次に掲げる式により算出するものとする。

  利息相当額＝ａ×7.5％×
ａ：適当でないと認められた利子補給金の全部又は一部
ｂ：利子補給金が融資機関に交付された日から第２の１の（１）のカの返還金が中央畜産会に納付されるまでの日数


別表２
	納付期限

	　納付期限は、交付した利子補給金の全部又は一部が適当でないとして中央畜産会が融資機関に返還金の納付を文書をもって通知した日から起算して40日目とする。


別紙様式第１号
畜　産　経　営　生　産　性　向　上　計　画　承　認　状　況　報　告　書
番　号　　　　　　　　　　　　
年月日　平成　　年　　月　　日
公益社団法人　中央畜産会
会　長　　　　　　　殿
県（都道府）知事
下記の融資機関から提出のあった畜産経営生産性向上計画を承認したので、その状況を家畜飼料特別支援資金融通事業実施要領第2の１の（２）のアの規定に基づき報告します。
記
１　承認結果の概要
（１）承認申請件数　　　件
（２）うち承認件数　　　件
（３）承認の概要　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）
	融資機関名
	借入希望者名
	畜種の別
	借入限度額
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	合　計
	
	
	
	
	
	


２　借入希望者別畜産経営生産性向上計画の内容
別添のとおり

（注）県（都道府）知事が承認した借入希望者別の畜産経営生産性向上計画を添付すること。
別紙様式第２号
中畜整理番号　　―　　
家畜飼料特別支援資金利子補給契約締結申込書
　　　　　　　　　番　号　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年月日　平成　　年　　月　　日
　　公益社団法人　中央畜産会
会　長　　　　　　　　殿
　　　　信用農業協同組合連合会代表理事理事長　殿
（独立行政法人農畜産業振興機構理事長が適当と認めた団体にあっては当該団体の長）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　所　  在  　地
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　融 資 機 関 名
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　代 表 者 氏 名　　　　　　　　　　　　 印
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　電話 （内線）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
このたび、家畜飼料特別支援資金融通事業実施要領（以下「実施要領」という。）を承諾し、家畜飼料特別支援資金の貸し付けを行いたいので、実施要領第２の１の（２）のイの規定に基づき、別添の「家畜飼料特別支援資金利子補給契約書」により、利子補給契約を締結いたしたく申し込みます。
別紙様式第３号
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　中畜整理番号　　―　　
　家畜飼料特別支援資金利子補給契約書
公益社団法人中央畜産会会長　　　　　　　　　（以下「甲」という。）は、家畜飼料特別支援資金融通事業実施要領を承諾した　　　　　　　　　　
（以下「乙」という。）が　　　　県（都道府）知事の承認を受けた家畜経営生産性向上計画に係る借入希望者に対して　　　県（都道府）知事の確認を受けた上で、家畜飼料特別支援資金を貸し付けた場合に、当該貸付額について利子補給金を交付することについて乙と契約する。
平成　　年　　月　　日
　甲　　所　在　地
名　　　称　　公益社団法人　中　央　畜　産　会
代表者氏名　　　会　長　　　　　　　　　　　　　　　印
　乙　　所　在　地
名　　　称
代表者氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　印
（注） 乙は、本契約書２部を作成し、記名押印のうえ甲に提出するものとする｡

別紙様式第４号〔提出部数３部（県、信農連等、中畜用）別表も同じ〕
家畜飼料特別支援資金貸付実行報告書（融資機関用）
（平成　　年　月　日から平成　年　月　日までの間の貸し付けに係るもの）
　　　　　　　　　番　号　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年月日　平成　　年　　月　　日
　　公益社団法人　中央畜産会
会　長　　　　　　　　　　殿
　県（都道府）畜産主務部長殿
　　信用農業協同組合連合会代表理事理事長　殿
（独立行政法人農畜産業振興機構理事長が適当と認めた団体にあっては当該団体の長）
　　　　　　　所　　在　　地
　　　　　　　融 資 機 関 名
　　　　　　　　　　　　　代 表 者 氏 名　　　　　 印
担当者所属　　　　　　氏名
電話（内線）
　家畜飼料特別支援資金融通事業実施要領第２の１の（２）のウの規定に基づき、家畜飼料特別支援資金の貸付状況を下記のとおり報告します。
記
１　貸付実行額等（貸付対象者別貸付実行表は別表のとおり）
	貸付実行年　　月
	畜種の別
	貸付対象者数（人）
	貸　　付　　額
（千円）
	基金協会債務保証額
（千円）

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	計
	
	
	
	


（注）１　畜産経営者に融資したものにあっては、貸付実行年月ごと、畜種の別（肥育牛、乳用牛、繁殖用雌牛、豚、鶏、ウズラ）ごとに集計して記入すること。また、複数の畜種に対する貸し付けが行われたため記入欄が不足する場合は、必要に応じ記入欄を追加すること。
　　　２　指定団体等に融資したものにあっては、畜種の別、貸付対象者欄の記入は不要とする。　
２　貸付実行金利
	貸 付 対 象 者
負担金利（％）
	生産者団体等利子補給率（％）
	中央畜産会
利子補給率（％）
	金　 利 　合 　計
（％）

	
	
	
	


（注）金利合計は、貸付対象者負担金利に生産者団体等（地方公共団体を含む。）利子補給率、中央畜産会利子補給率を加えた融資機関の貸付利率を記入すること。
別紙様式第４号の別表
家畜飼料特別支援資金貸付対象者別貸付実行表

都道府県名　　　　　
融資機関名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
	貸付対象者名
	畜　種　の　別
	貸付対象頭羽数
	貸付実行額
	貸付実行日
	１回目
償還日
（千円）
	２回目償還日
（千円）
	３回目
償還日
（千円）
	４回目償還日
（千円）
	５回目
償還日

（千円）
	６回目

償還日

（千円）
	７回目

償還日

（千円）
	８回目

償還日

（千円）

	９回目

償還日

（千円）

	１０回目償還日

（千円）

	償還期間（含む据置期間）

	うち据置期間
	貸付対象者負担金利

	中央畜産会利子補給率
	生産者団体等利子補給率
	（畜産特別資金・家畜疾病資金借入の有無）

	
	
	（頭・百羽）
	(千円)
	（年月日）
	（年月日）
	（年月日）
	（年月日）
	（年月日）
	（年月日）
	（年月日）
	（年月日）
	（年月日）
	（年月日）
	年月日）　
	（年）
	(年)
	(％)
	(％)
	(％)
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	　

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	　
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合 計
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


　

（注）

１．償還日・償還額記入欄は、上段に元金の償還年月日を、下段に元金償還額を記入すること。

２．１回目償還日・償還額記入欄には、第１回目の元金の償還年月日・償還額を記入すること。据置期間を設けた場合の１回目償還日・償還額記入欄には、据置明け後の第１回目の元金償還年月日・償還額の記入となることに留意すること。
３．元金の償還を年間複数回としたことにより元金の償還回数が１０回を超える場合は、１回目償還日・償還額記入欄に第１回目の元金償還年月日・元金償還額を、１０回目償還日・償還額記入欄に償還最終回の元金償還年月日・償還額を記入し、第２回目から第９回目までの償還日・償還額記入欄の記入は「別添資料のとおり」とし、元金償還年月日・償還額の記入を省略しても差し支えない。
ただし、元金の償還回数が１０回を超える場合は、別添資料として償還回数ごとの償還年月日・償還額がわかる償還計画表（貸付者交付する償還予定表等）必ず添付すること。

４．複数の貸し付けがある場合は、畜種別（肥育牛・乳用牛・繁殖用雌牛・豚・鶏、ウズラ）ごとに記入し、畜種別ごとに小計を設けること。
５．畜産特別資金・家畜疾病資金の借入の有無の欄には、畜産特別資金の借り入れがある場合は「畜特有」、家畜疾病資金の借り入れがある場合は「疾病有」と、両資金とも借入れがない場合は「無」と記入すること。
６．貸付対象者が指定団体等の場合は、畜種の別、飼養対象頭羽数、畜産特別資金・家畜疾病資金借入れの有無欄の記入は不要とする。

別紙様式第５号
家畜飼料特別支援資金償還計画額・利子補給額計算書
（平成　　　年度貸付分）
　　　　　　　　　　番　号　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年月日　令和　　年　　月　　日
　　　　県（都道府）畜産主務部長殿
　　　　信用農業協同組合連合会代表理事理事長　殿
（独立行政法人農畜産業振興機構理事長が適当と認めた団体にあっては当該団体の長）
公益社団法人　中 央 畜 産 会
会長　　　　　  　　　　印
　家畜飼料特別支援資金融通事業実施要領第２の１の（２）のエの規定に基づき、別表計算書のとおり通知します。
　なお、融資機関分を同封しますので、貴会より送付願います。
（別表計算書の内容） 

別紙様式第５号の別表１
　　家畜飼料特別支援資金融資機関別償還計画額
（平成　年　月　日から平成　年　月　日までの間の貸し付けに係るもの）
都道府県名　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円）
	融資
機関名
	貸付対象
者数
	貸付実行額
	償還計画額
	期末貸付残高
	備　　考

	
	
	
	年度
	年度
	年度
	年度
	年度
	年度
	年度
	年度
	年度
	年度
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	計
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


別紙様式第５号の別表２
家畜飼料特別支援資金融資機関別利子補給額計算書
（平成　年度貸付分）
都道府県名　　　　　　　　　
（単位：千円）
	融 資 機 関 名
	利子補給額
	備　　考

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	　　　　　　　　計
	
	


　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
別紙様式第５号の別表３
家畜飼料特別支援資金貸付対象者別償還計画額・利子補給額計算書
（平成　年度貸付分）
都道府県名　　　　　　　　　　　　
融資機関名　　　　　　　　　　　　
償　　　　還　　　　計　　　　画
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円）
	貸付対象者名
	貸付実行日
	貸付実行額
	償還日
	年度
	年度
	年度
	年度
	年度

	
	(年月日)
	
	(年月日)
	期首残高
	償還額
	期首残高
	償還額
	期首残高
	償還額
	期首残高
	償還額
	期首残高
	償還額

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	計
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


利子補給額計算書
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）
	区　　　分
	年度
	年度
	年度
	年度
	年度
	備考

	交　付　額
	利子補給金請求書の提出期限が　　月末日のもの
	
	
	
	
	
	

	
	利子補給金請求書の提出期限が　月末日のもの
	
	
	
	
	
	


（注）年度は、利子補給計算期間である。
別紙様式第６号〔提出部数３部（県、信農連等、中畜用）別表も同じ〕
家畜飼料特別支援資金貸付実行状況等異動報告書（融資機関用）
　　　　　　　　　番　号　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年月日　令和　　年　　月　　日
　　公益社団法人　中央畜産会
会　長　　　　　　　　　　殿

県（都道府）畜産主務部長殿
　　　　　信用農業協同組合連合会代表理事理事長　殿
（独立行政法人農畜産業振興機構理事長が適当と認めた団体にあっては当該団体の長）
　　　　　　　所　　在　　地
　　　　　　　融 資 機 関 名
　　　　　　　　　　　　　　代 表 者 氏 名　　　　　　 印
　　　　　　　　　　　　　　　担当者所属　　　　　　　　氏名

　　　　　　　　電　　話（内線）
　家畜飼料特別支援資金融通事業実施要領第２の１の（２）のオの規定に基づき、別表のとおり報告します。
別紙様式第６号の別表
家　畜　飼　料　特　別　支　援　資　金　貸　付　実　行　状　況　等　異　動　表
都道府県名　　　　　　　　　
融資機関名　　　　　　　　　
　　　
	貸付対象者名
	貸付実行日
（年月日）
	貸付実行額
（千円）
	異　　動　　修　　正
	異　動　の　理　由

	
	
	
	発生年月日
（年月日）
	繰上償還額
（千円）
	経営中止
（千円）
	そ の 他
（千円）
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


（注）

　　１　都道府県名欄は、畜産経営生産性向上計画の承認を受けた県（都道府）名を記入すること。

　　２　異動理由が資金余剰により残高一括若しくは一部を繰り上げ償還した場合は、異動修正欄の繰上償還額欄に繰り上げ償還した額を記入し、異動の理由欄に資金余剰による全額若しくは一部繰上償還である旨を記入すること。
また、異動理由が畜産経営を中止したことによる場合は、異動修正欄の経営中止欄に経営中止日現在の約定上（償還計画に基づく）の融資残高を記入し、異動の理由欄に畜産経営を中止した理由を簡潔に記入すること。
なお、異動理由が畜産経営の破たん等により融資機関が期限の利益を喪失させたことによる場合は、異動修正欄のその他の欄に期限の利益喪失日現在の約定上（償還計画に基づく）の融資残高を記入し、異動の理由欄に期限の利益喪失による旨を記入すること。

３　畜産経営中止の場合は家畜等の最終出荷日が明らかになる出荷伝票の写し等、期限の利益の喪失の場合は期限の利益喪失日が明らかになる資料を添付すること。
別紙様式第　７号
家畜飼料特別支援資金償還計画額・利子補給額異動修正計算書
　　　　　　　　　　　　　番　号　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年月日　令和　　年　　月　　日
　　　県（都道府）畜産主務部長殿
　　　信用農業協同組合連合会代表理事理事長　殿
（独立行政法人農畜産業振興機構理事長が適当と認めた団体にあっては当該団体の長）
公益社団法人　中 央 畜 産 会
会長　　　　　　　　　　印
　　
家畜飼料特別支援資金融通事業実施要領第２の１の（２）のカの規定に基づき、別表計算書のとおり通知します。
なお、融資機関分を同封しますので、貴会（貴支店）より送付願います。
　（別表計算書の内容）

別紙様式第７号の別表１
家　畜　飼　料　特　別　支　援　資　金　融　資　機　関　別　償　還　計　画　額
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（令和　　年　月異動報告に係るもの）
都道府県名　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円）
	融資機関名
	貸付対象者数
	貸付実行額
	異動修正額
	修正貸付
残高
	償還計画額
	期末貸付残高
	備　　考

	
	
	
	
	
	年度
	年度
	年度
	年度
	年度
	年度
	年度
	年度
	年度
	年度
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


別紙様式第７号の別表２
家畜飼料特別支援資金融資機関別利子補給額修正計算書
　　　　　　　（令和　　年　月異動報告に係るもの）
都道府県名　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）
	融 資 機 関 名
	利子補給額
	備　　考

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	　　　　　　　計
	
	


別紙様式第７号の別表３
家畜飼料特別支援資金貸付対象者別償還計画額・利子補給額異動修正計算書
（令和　　年　月異動報告に係るもの）
都道府県名　　　　　　　　　　　　
融資機関名　　　　　　　　　　　　
償　　　　還　　　　計　　　　画
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円）
	貸付対象者名
	貸付実行日
	貸付実行額
	異動修正額
	修正
貸付残高
	償還日
	年度
	年度
	年度
	年度
	年度

	
	(年月日)
	
	
	
	(年月日)
	期首残高
	償還額
	期首残高
	償還額
	期首残高
	償還額
	期首残高
	償還額
	期首残高
	償還額

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


利子補給額計算書
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）
	区　　　分
	年度
	年度
	年度
	年度
	年度
	備考

	交　付　額
	利子補給金請求書の提出期限が　　月末日のもの
	
	
	
	
	
	

	
	利子補給金請求書の提出期限が　月末日のもの
	
	
	
	
	
	


（注）年度は、利子補給計算期間である。
別紙様式第８号
畜産経営生産性向上計画承認取消報告書
　　　　　　　　　番　号　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年月日　令和　　年　　月　　日
　　
公益社団法人　中央畜産会
会長　　　　　　　　　殿
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　県（都道府）知事
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　
家畜飼料特別支援資金融通事業実施要領第２の１の（２）のキの規定に基づき、下記のとおり畜産経営生産性向上計画の承認を取消したので通知します。
記
	借　入　者
氏　　　名
	承認日（年月日）
	貸付実行
年月日
	貸付実行額
（円）
	承認取消
年月日
	承認取消
理　　由
	備　考

	
	
	
	
	
	
	


（注）承認取消理由は、次の該当する項目から選び記入すること。
　　　１　生産性向上計画の履行が困難

２　生産性向上計画の承認取消しの申請があった

　　　３　生産性向上計画の承認後に不実記載が認められた
別紙様式第９号〔提出部数３部（県、信農連等、中畜用）〕
家畜飼料特別支援資金利子補給金請求書（融資機関用）
（平成１９・２０・２１・２２年度　上半期・下半期の貸し付けに係るもの）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　請求書提出期限
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　令和　　年　　月末日分


　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　番　号　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年月日　令和　　年　　月　　日
　　公益社団法人　中央畜産会
会長　　　　　　　　　　　殿
県（都道府）畜産主務部長殿
　　　　信用農業協同組合連合会代表理事理事長　殿
（独立行政法人農畜産業振興機構理事長が適当と認めた団体にあっては当該団体の長）
　　　　　　　　　　　　所　　在　　地
　　　　　　　　　　　　融 資 機 関 名
　　　　　　　　　　　　　　 　　　代 表 者 氏 名　　　　　印
担当者所属　　　　　　　氏名

電話（内線）
家畜飼料特別支援資金融通事業実施要領第２の１の（２）のクの（ア）の規定に基づき、利子補給金を下記のとおり請求します。
記
１　利子補給金請求額　　　　　　　　　　　　　　　円
２　利子補給金の振込先金融機関名等
金融機関名　　　　　　　　　　　本店（所）・　○○支店
預金種目
口座番号
口座名義
（注）

１　利子補給金請求書は、畜産経営生産性向上計画の承認を受けた県（都道府）ごとに作成すること。
なお、利子補給金請求額の欄には、貸付年度ごとの利子補給金の合計額を記入すること。
２　利子補給金請求該当貸付実行年度については、利子補給金請求該当の貸付実行年度及び貸付実行年度の上半期・下半期の別の該当項目に○印を付すこと。
なお、貸付実行年度の上半期とは４月１日から９月３０日までの間の貸し付けに係るものを、下半期とは１０月１日から翌年の３月３１日までの間の貸し付けに係るものをいう。

３　実施要領第4の２の規定に基づき、利子補給金の請求を信農連等に委任する融資機関にあっては、利子補給金の振込先金融機関名等の記入欄は無記入とすること。　
４　振込先金融機関名欄には、振込先が振込先金融機関の本店の場合は本店（所）に○印を、本店以外の場合は支店等名を記入すること。
別紙様式第１０号〔提出部数３部（県、信農連等、中畜用）別表も同じ〕
家畜飼料特別支援事業実績報告書（融資機関用）
　　　　　　　　　　　番　号　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年月日　平成　　年　　月　　日
公益社団法人　中央畜産会
会長　　　　　　　　　殿
県（都道府）畜産主務部長殿
　　　　信用農業協同組合連合会代表理事理事長　殿
（独立行政法人農畜産業振興機構理事長が適当と認めた団体にあっては当該団体の長）
所　  在  　地
融資機関名
　　　　　　　　　　　　　 代 表 者 氏 名　　　　　　　　　　　　 印
                           　　　 担当者所属・氏名

電    話（内線） 
          　　　　 
　家畜飼料特別支援資金融通事業実施要領第２の１の（３）の規定に基づき、平成　　年度における家畜飼料特別支援資金の融資実績を別表のとおり提出します。
	別紙様式第１０号の別表
家畜飼料特別支援事業融資対象者別事業実績内訳表
融資機関名　　　　　　　


	貸付対象者
	貸付実行
年月日
	畜種
の別

	貸付実行額
（千円）
	基金協会債務保証
（千円）
	備　　考

	　
	　
	
	　
	　
	

	
	
	
	
	
	

	　
	　
	
	　
	　
	

	　
	　
	
	　
	　
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	　合　計
	
	　　人
	　
	
	

	
	　人
	
	　　人
	
	
	

	
	
	
	　　人
	
	
	


（注）
１　同一借受者が複数回借受けした場合であっても、それぞれの貸し付けを貸付実行年月日ごとに記入すること。
２　畜種の別の合計欄には、畜種別の貸付対象人数を記入すること。
別紙様式第１１号
畜産経営生産性向上計画達成状況確認報告書
（平成　　年　　月から　　年　月承認分）
番　号　　　　　　　　　　　　
年月日　平成　　年　　月　　日
公益社団法人　中央畜産会
会　長　　　　　　　殿
県（都道府）知事
家畜飼料特別支援資金融通事業実施要領第２の１の（４）の規定に基づき、すでに承認している畜産経営生産性向上計画の達成状況を確認しましたので、その状況を下記のとおり報告します。
記
	畜種の別

	計画達成状況


	
	評価の区分
	人　数
（人）

	肥育牛
	　Ａ
	

	
	　Ｂ
	

	
	　Ｃ
	

	乳用牛　
	　Ａ
	

	
	　Ｂ
	

	
	　Ｃ
	

	繁殖用雌牛
	　Ａ
	

	
	　Ｂ
	

	
	　Ｃ
	

	豚
	　Ａ
	

	
	　Ｂ
	

	
	　Ｃ
	

	鶏
	　Ａ
	

	
	　Ｂ
	

	
	　Ｃ
	


（注）１　評価区分は、次による。　
　　　　　　　　　　Ａ……計画達成可能
　　　　　　　　　　Ｂ……努力しだいで計画達成可能
　　　　　　　　　　Ｃ……計画達成困難
２　別表の「畜産経営生産性向上計画の達成状況の報告に際しての確認様式例」を参考に借入対象者ごとの経営収支状況等を作成し、確認すること。
別紙様式第１１号の別表
畜産経営生産性向上計画の達成状況の報告に際しての確認様式例
１　借入対象者氏名　　　　　　　　　
２　畜種の別
３　経営の状況
（単位：頭、百羽、円）
	
	生産性向上計画
	報告年次の状況
	評価区分

	飼養規模
	
	
	

	収入
	畜産部収入
	
	
	

	
	その他部門
	
	
	

	
	　計　　　　①
	
	
	

	農業支出
	畜産部門
	家畜購入費
	
	
	

	
	
	飼料購入費
	
	
	

	
	
	雇用労働費
	
	
	

	
	
	その他費用
	
	
	

	
	
	小　　計
	
	
	

	
	その他部門支出
	
	
	

	
	　　　計　　②
	
	
	

	農業収支③＝①－②
	
	
	

	農外収入　　　　④
	
	
	

	農外支出　　　　⑤
	
	
	

	農家所得⑥＝③＋④-⑤
	
	
	

	租税公課諸負担　⑦
	
	
	

	出稼ぎ、被贈、年金等の所得（うち国の奨励金）⑧
	
	
	

	可処分所得⑨＝⑥-⑦＋⑧
	
	
	

	家計費　　　　　⑩
	
	
	

	資産処分・預貯金引出額⑪
	
	
	

	償還財源⑫＝⑨-⑩＋⑪
	
	
	

	総合評価
	
	
	


１　評価区分は、次による。　
　　　　　　　　　　Ａ……計画達成可能
　　　　　　　　　　Ｂ……努力しだいで計画達成可能
　　　　　　　　　　Ｃ……計画達成困難

　　　２　総合評価は、個々の項目の評価区分の結果により評価すること。

別紙様式第１２号の１
中畜整理番号　　―　　
家畜飼料債務保証円滑化資金の交付に関する契約締結申込書（農業信用基金協会用）
　　　　　　　　　番　号　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年月日　令和　　年　　月　　日
　　公益社団法人　中央畜産会
会　長　　　　　　　　殿
所　　在　　地
団　　体　　名
代 表 者 氏 名　　　　　　　 印
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　担当者所属　　　　　　氏名 
電話（内線）
このたび、畜産特別資金融通事業実施要綱（以下「実施要綱」という。）別添３の家畜飼料特別支援資金融通事業に係る規定を承諾し、家畜飼料特別支援資金を融通する融資機関の当該資金の貸し付けに係る債務の保証を行いたいので、家畜飼料特別支援資金融通事業実施要領第３の２の（１）の規定に基づき、別添の「家畜飼料債務保証円滑化資金の交付に関する契約書」により、家畜飼料債務保証円滑化資金の交付契約を締結いたしたく申し込みます。
別紙様式第１２号の２
中畜整理番号　　―　　
家畜飼料債務保証円滑化資金の交付に関する契約締結申込書（融資機関用）
　　　　　　　　 番　号　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　年月日　令和　年　月　日
　　公益社団法人　中央畜産会
会　長　　　　　　　　殿
　　　　信用農業協同組合連合会代表理事理事長　殿
（独立行政法人農畜産業振興機構理事長が適当と認めた団体にあっては当該団体の長）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　所　　在　　地
団　　体　　名
　　　　　                                代 表 者 氏 名　　　　 印
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　担当者所属　　　　氏名
電話（内線）
このたび、畜産特別資金融通事業実施要綱（以下「実施要綱」という。）別添３の家畜飼料特別支援資金融通事業に係る規定を承諾し、家畜飼料特別支援資金に係る農業信用基金協会からの代位弁済を受けたことによる当該融資に伴う損失の一部について補てんを受けるため、家畜飼料特別支援資金融通事業実施要領第３の２の（１）の規定に基づき、別添の「家畜飼料債務保証円滑化資金の交付に関する契約書（融資機関用）」により、家畜飼料債務保証円滑化資金の交付契約を締結いたしたく申し込みます。
別紙様式第１３号の１
中畜整理番号　－
家畜飼料債務保証円滑化資金の交付に関する契約書（農業信用基金協会用）
公益社団法人中央畜産会会長　　　　　（以下「甲」という。）は、畜産特別資金融通事業実施要綱（以下「実施要綱」という。）別添３の家畜飼料特別支援資金融通事業に係る規定を承諾した　　　県(都道府)農業信用基金協会会長理事（理事長）　　　　（以下「乙」という。）が、　　　県（都道府）知事の承認を受けた畜産経営生産性向上計画に係る借入希望者に対して実施要綱別添３の第２の１の（１）及び（２）に規定する家畜飼料特別支援資金を融資した融資機関との債務保証契約に基づき、当該資金に係る保証債務を履行した場合において、実施要綱別添３の第３の３の（１）のイに規定する家畜飼料債務保証円滑化資金を交付することについて次の条項を契約する。
第１条　甲の乙に対する家畜飼料債務保証円滑化資金の交付対象は、実施要綱別添３の第３の３の（１）のアに規定するところによりあらかじめ県（都道府）知事と協議の上、甲の承認を受けて、乙が融資機関に対して行った保証債務（独立行政法人農林漁業信用基金との間において保険関係が成立しているものに限る。以下同じ。）の履行額（以下「代位弁済額」という。）とする。
第２条　甲の乙に対する家畜飼料債務保証円滑化資金の交付額は、乙の代位弁済額（当該保証債務に係る独立行政法人農林漁業信用基金からの保険金受領額又はその予定額を除く。）に４分の１を乗じて得た額（円未満を切り捨てた額とする。）とする。
第３条　乙は、融資機関の家畜飼料特別支援資金の融資に関し、乙の行う債務の保証が成立したものについては、甲が定めるところにより毎月分を翌月末までに報告するものとする。
第４条　この契約に疑義が生じたとき、又は契約に定めのない事項については、甲乙両者の協議により定めるものとする。
令和　　年　　月　　日
　甲　　所　在　地
名　　　称　　公益社団法人　中　央　畜　産　会
代表者氏名　　　会　長　　　　　　　　　　　　　　　印
　乙　　所　在　地
名　　　称　　　　　県(都道府)農業信用基金協会
代表者氏名　　　会長理事（理事長）　　　　　　　　　印

（注）乙は、本契約書を２部作成し、記名押印のうえ甲に提出するものとする。
別紙様式第１３号の２
中畜整理番号　－
家畜飼料債務保証円滑化資金の交付に関する契約書（融資機関用）
公益社団法人中央畜産会会長　　　　　（以下「甲」という。）は、畜産特別資金融通事業実施要綱（以下「実施要綱」という。）別添３の家畜飼料特別支援資金融通事業に係る規定を承諾した　　　　　　　　　　（以下「乙」という。）が、　　　　県（都道府）知事の承認を受けた畜産経営生産性向上計画に係る借入希望者に対して実施要綱別添３の第２の１の（１）に規定する家畜飼料特別支援資金（以下「飼料支援資金」という。）を融資した融資機関と農業信用基金協会（以下「基金協会」という。）との債務保証契約に基づき、基金協会が当該資金に係る保証債務を履行した場合において、乙に対して実施要綱別添３の第３の３の（１）のイに規定する家畜飼料債務保証円滑化資金（以下「飼料円滑化資金」という。）を交付することについて次の条項を契約する。
第１条　甲の乙に対する飼料円滑化資金の交付対象は、実施要綱別添３の第３の３の（１）のアに規定するところにより基金協会があらかじめ県（都道府）知事と協議の上、甲の承認または畜産経営維持安定特別対策事業に基づく飼料支援資金に係る農林水産省生産局長（地方農政局長）の承認を受けて、基金協会が融資機関に対して行った保証債務に係る貸付けとする。

第２条　甲の乙に対する飼料円滑化資金の交付額は、乙が融資した飼料支援資金に係る基金協会の保証債務の弁済時における当該借入金の元本、利息及びこれら遅延損害金の合計額の残高から、債務保証契約に基づき基金協会より保証債務の弁済を受けた額を控除した額に１０分の９を乗じて得た額（円未満を切り捨てた額とする。）を限度とする。
第３条　この契約に疑義が生じたとき、又は契約に定めのない事項については、甲乙両者の協議により定めるものとする。
令和　　年　　月　　日
　甲　　所　在　地
名　　　称　　公益社団法人　中　央　畜　産　会
代表者氏名　　　会　長　　　　　　　　　　　　　　　印
　乙　　所　在　地
名　　　称　　　　　
代表者氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　印
（注）乙は、本契約書を２部作成し、記名押印のうえ甲に提出するものとする。
別紙様式第１４号〔提出部数2部（県、中畜）〕
家畜飼料特別支援資金に係る債務保証成立状況報告書
番　号　　　　　　　　　　　　
年月日　平成　　年　　月　　日
公益社団法人中央畜産会
会　長　　　　　　　　殿
（　　県（都道府）畜産主務部長殿）
所　在　地
団　体　名
代表者氏名　　　　　　　印　
担当者所属　　　　　　氏名
電話（内線）　
家畜飼料特別支援資金融通事業実施要領第３の２の（２）の規定に基づき、平成　　年　　月　　日から平成　　年　　月　　日までの間に債務保証が成立したものについて、下記のとおり報告します。
記
　債務保証の内容
（単位：千円）
	借入者名
	融資機関名
	貸付実行額
	債務保証
成 立 日
	債務保証額
	信用基金の保険金額
	基金協会自己リスク額
	飼料円滑化資金の有無

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	計
	
	
	
	
	
	
	


 （注） １　借入者に複数の借入れがある場合は、それぞれ記入すること。
　　　  ２　債務保証成立日は、基金協会と融資機関が締結した債務保証契約書に基づく融資機関の貸付実行日を記入すること。
　　　　３　債務保証額、信用基金の保険金額及び基金協会自己リスク額は、基金協会の保証債務のうち、貸付実行額に対応する元本の額を記入すること。
４　債務保証が成立したもののうち飼料円滑化資金交付対象である場合は飼料円滑化資金の有無欄に「有」、飼料円滑化資金交付対象ではない場合は、「無」と記入すること。　
紙様式第１５号の１［提出部数2部（県、中畜用）］
家畜飼料債務保証円滑化資金交付申請書及び請求書（農業信用基金協会用）
番　号　　　　　　　　　　
年月日　令和　年　月　日
公益社団法人　中央畜産会
　会　長　　　　　　　殿
（　　県（都道府）畜産主務部長殿）
所　在　地
団　体　名
代表者氏名　　　　　　印
担当者所属　　　　　氏名
電話（内線）
家畜飼料特別支援資金融通事業実施要領第３の２の（３）の規定に基づき、家畜飼料債務保証円滑化資金の交付について、下記のとおり関係書類を添えて請求します。
記
１　交付申請及び請求額　　　　　　　　　円　　　　　
２　同上の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）
	借入者名
	
	
	

	融資機関名
	
	
	

	貸付実行額
	
	
	

	債務保証額（貸付実行額×
０．７）
	
	
	

	代位弁済年月日
	
	
	

	代位弁済額①
	
	
	

	保険金受領（予定）額②
	
	
	

	弁済額
③＝①－②
	
	
	

	飼料円滑化資金請求額
（③×１/４）
	
	
	


（注）借入者に複数の借入れがある場合、それぞれ記入すること。
３　振込先
	金融機関名
	支店(所)名
	預金種目
	口座番号
	口座名義

	
	
	当座・普通
	
	


（注）１　預金種目欄は、該当箇所に○印をつけること。
２　代位弁済の財源となる基金等への融資機関等からの拠出等が実施されていることが確認できる資料として、別紙様式（別紙様式第１５号の１の添付書類）を添付すること。
別紙様式第１５号の１の添付書類
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　県（都道府）農業信用基金協会　　　　
　　　　　　　　　代位弁済の財源となる基金等への融資機関等からの
　　　　　　　　　拠出等の状況（令和　　年　　月末現在）
（単位：千円）
	基 金 現 在 高
（農業信用保証保険法第９条の基金のうち
一般資金(特定資金)に係る基金の現在高）
	資 金 現 在 高
（農業信用保証保険法第９条の２の資金
の現在高）

	
	


別紙様式第１５号の２［提出部数３部（県、信農連等、中畜用）］
家畜飼料債務保証円滑化資金交付申請書及び請求書（融資機関用）
番　号　　　　　　　　　　
年月日　令和　年　月　　日
公益社団法人　中央畜産会
　会　長　　　　　　　殿
県（都道府）畜産主務部長殿
　　信用農業協同組合連合会代表理事理事長　殿
（独立行政法人農畜産業振興機構理事長が適当と認めた団体にあっては当該団体の長）
所　在　地
団　体　名
代表者氏名　　　　　　　印
担当者所属　　　　　氏名
電話（内線）
家畜飼料特別支援資金融通事業実施要領第３の２の（３）の規定に基づき、家畜飼料債務保証円滑化資金の交付について、下記のとおり関係書類を添えて請求します。

記
１　交付申請及び請求額　　　　　　　　　　　　円　　　　　
２　同上の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）
	借入者名
	
	
	

	融資機関名
	
	
	

	貸付実行額
	
	
	

	債務保証額（貸付実行額×０．７）
	
	
	

	代位弁済年月日
	
	
	

	融資機関が代位弁済を受けた日における元本、利息及びその遅延損害金の合計額の残高　①
	
	
	

	代位弁済額　　　　　②
	
	
	

	残債権　　　　　　　③＝①－②
	
	
	

	家畜飼料債務保証円滑化資金請求額　③×９/１０
	
	
	


（注）借入者に複数の借入れがある場合、それぞれ記入すること。
３　振込先
	金融機関名
	支店（所）名
	預金種目
	口座番号
	口座名義

	
	
	当座・普通
	
	


（注）１　預金種目欄は、該当箇所に○印をつけること。
　　　２　「保証債務履行通知書」等農業信用基金協会の代位弁済の実行を証する書類（写し）を添付すること。
３　実施要領第4の２の規定に基づき、家畜飼料債務保証円滑化資金の請求事務を信農連等に委任する融資機関にあっては、振込先の記入欄は無記入とすること。

４　①の融資機関が代位弁済を受けた日における元本、利息及びその遅延損害金の合計額のうち遅延損害金の算定は、融資機関の延滞金算定起算日から農業信用基金協会に代位弁済の申請を行う日までの期間分の遅延損害金の額とすること。
ただし、その期間が９０日を超える期間となる場合は９０日を限度とした期間分の遅延損害金の額とすること。
また、代位弁済の申請が期限の利益の喪失に伴う場合の遅延損害金の算定は、期限の利益の喪失日（利子補給金の交付が期限の利益喪失日までとなっている場合は期限の利益喪失日の翌日から）から農業信用基金協会に代位弁済の申請を行う日までの期間分の遅延損害金の額とすること。
ただし、その期間が９０日を超える期間となる場合は９０日を限度とした期間分の遅延損害金の額とすること。
別紙様式第１６号の１［提出部数２部（県（都道府）、中畜用）］
家畜飼料債務保証円滑化資金実績報告書（農業信用基金協会用）
番　号　　　　　　　　　　
年月日　令和　年　月　日　
公益社団法人　中央畜産会
会　長　　　　　　　殿
（　　県（都道府）畜産主務部長殿）
所　在　地
団　体　名
代表者氏名　　　　　　印
担当者所属　　　　　氏名
電話（内線）
令和　　年度における家畜飼料債務保証円滑化対策事業について、下記のとおり実施したので、家畜飼料特別支援資金融通事業実施要領第３の２の（４）の規定に基づき、関係書類を添えて報告します。
記
１　事業目的
　（例）家畜飼料特別支援資金を融資した融資機関との債務保証契約に基づき、当該資金に
　　　係る保証債務の弁済に伴う損失の一部を補てんする事業

２　事業の内容
（１）家畜飼料特別支援事業に係る融資機関に対する代位弁済額　　　　　　　円
（２）うち中央畜産会からの家畜飼料債務保証円滑化資金交付額　　　　　　　円
３　事業完了年月日（家畜飼料債務保証円滑化資金が農業信用基金協会の預金口座に入金となった日）
４　添付書類
中央畜産会からの交付金が家畜飼料債務保証円滑化資金として農業信用基金協会の預金口座に入金されていることを証明する金融機関の発行する書類
別紙様式第１６号の２［提出部数３部（県、信農連等、中畜用）］
家畜飼料債務保証円滑化資金実績報告書（融資機関用）
番　号　　　　　　　　　
年月日　令和　年　月　日
公益社団法人　中央畜産会
会　長　　　　　　　殿
県（都道府）畜産主務部長殿
　　信用農業協同組合連合会代表理事理事長　殿
（独立行政法人農畜産業振興機構理事長が適当と認めた団体にあっては当該団体の長）
所　在　地
団　体　名
代表者氏名　　　　　　印
担当者所属　　　　　氏名
電話（内線）
令和　　年度における家畜飼料債務保証円滑化対策事業について、下記のとおり実施したので、家畜飼料特別支援資金融通事業実施要領第3の２の（４）の規定に基づき、関係書類を添えて報告します。
記
１　事業目的
（例）家畜飼料特別支援資金の回収が不能になったことに伴い農業信用基金協会から保証債務の弁済が行われた場合に発生する融資機関の損失の一部を補てんすることを目的とした事業

２　事業の内容
（１）家畜飼料特別支援事業に係る農業信用基金協会からの代位弁済額及び
　　中央畜産会からの家畜飼料債務保証円滑資金交付額　　　　　　　　　円
（２）うち中央畜産会からの家畜飼料債務保証円滑化資金交付額　　　　　円
３　事業完了年月日（家畜飼料債務保証円滑化資金が融資機関の預金口座に入金となった日）
４　添付書類
農業信用基金協会からの代位弁済金及び中央畜産会からの交付金が家畜飼料債務保証円滑化資金として融資機関の預金口座に入金されていることを証明する金融機関の発行する書類
別紙様式第１７号の１－１［提出部数２部（県、中畜用）］
家畜飼料債務保証円滑化対策事業に係る求償権回収状況等報告書
（農業信用基金協会用）
番　　　号
年　月　日
公益社団法人中央畜産会
会長　　　　　　　　　　殿
住　　　所
団　体　名
代表者氏名
家畜飼料特別支援資金融通事業実施要領第３の３の（５）の規定に基づく求償権の行使による回収状況について下記により報告します。
記
（金額単位：円）
	融資機関名
	
	
	

	借入者名
	
	
	

	貸付実行額
	
	
	

	債務保証額
	
	
	

	保証条件
	
	
	

	代位弁済年月日
	
	
	

	代位弁済理由
	
	
	

	代位弁済額①
	
	
	

	保険金受領額②
	
	
	

	弁済額③（①－②）
	
	
	

	家畜飼料債務保証円滑化資金受領額④（③×1/4）
	
	
	

	求償権回収額（累計）
	
	
	

	
	うち農林漁業信用基金納付額
	
	
	

	
	うち基金協会分⑤
	
	
	

	中央畜産会への返納額⑥（⑤×④/③）
	
	
	

	既返納額がある場合
今回返納額（⑥－（既返納額））
	
	
	


（注）１　融資機関又は借入者が複数の場合若しくは当該借入者に複数の借入れがある場合は、適宜欄を設けてそれぞれ記入すること。
２　保証条件には、担保及び保証人の設定状況について記入すること。
３　求償権の行使による回収状況を証する書類を添付すること。
４　求償権回収額は、代位弁済額に対応する額のみを記入すること（求償権利息は
含めない。）。
５　中央畜産会への返納額は、円未満を切り上げた額とする。なお、返納が複数回
となる場合は、既返納額を差し引いた額を返納するものとする。
別紙様式第１７号の１－２［提出部数２部（県、中畜用）］
家畜飼料債務保証円滑化対策事業に係る残債権回収状況等報告書
（融資機関用）
番　　　号
年　月　日
公益社団法人中央畜産会
会長　　　　　　　　　　殿
住　　　所
団　体　名
代表者氏名
家畜飼料特別支援資金融通事業実施要領第３の３の（５）の規定に基づく残債権回収状況について下記により報告します。
記
（金額単位：円）
	借入者名
	
	
	

	貸付実行額
	
	
	

	債務保証額
	
	
	

	保証条件
	
	
	

	代位弁済年月日
	
	
	

	代位弁済理由
	
	
	

	保証債務の弁済時における元本、利息及び遅延損害金の合計額の残高①
	
	
	

	債務保証契約に基づく代位弁済額②
	
	
	

	残債権③＝①－②
	
	
	

	家畜飼料債務保証円滑化資金受領額④＝ ③ × 9/10
	
	
	

	残債権回収額（累計）⑤
	
	
	

	中央畜産会への返納額
⑥＝⑤×④/③
	
	
	

	既返納額がある場合
今回返納額（⑥－（既返納額））
	
	
	


（注）１　融資機関又は借入者が複数の場合若しくは当該借入者に複数の借入れがある場合は、適宜欄を設けてそれぞれ記入すること。
２　保証条件には、担保及び保証人の設定状況について記入すること。
３　残債権の行使による回収状況を証する書類を添付すること。
４　残債権回収額は、残債権に対応する額のみを記入すること。
５　中央畜産会への返納額は、円未満を切り上げた額とする。なお、返納が複数回
となる場合は、既返納額を差し引いた額を返納するものとする。
別紙様式第１７号の２－１［提出部数２部（県、中畜用）］
家畜飼料債務保証円滑化対策事業に係る返納書
（農業信用基金協会用）
番　　　号
年　月　日
公益社団法人中央畜産会
会長　　　　　　　　　　殿
住　　　所
団　体　名
代表者氏名
　家畜飼料特別支援資金融通事業実施要領第３の３の（６）の規定に基づき、下記のとおり返納します。
記
１　返納額　　          　　　　円
２　送金日（予定日）　　令和　　年　　月　　日
（注）別紙様式第１７号の１－１と併せて提出すること。
別紙様式第１７号の２－２［提出部数２部（県、中畜用）］
家畜飼料債務保証円滑化対策事業に係る返納書
（融資機関用）
番　　　号
年　月　日
公益社団法人中央畜産会
会長　　　　　　　　　　殿
住　　　所
団　体　名
代表者氏名
　家畜飼料特別支援資金融通事業実施要領第３の３の（６）の規定に基づき、下記のとおり返納します。
記
１　返納額　　          　　　円
２　送金日（予定日）　　令和　　年　　月　　日
（注）別紙様式第１７号の１－２と併せて提出すること。
別紙様式第１７号の３－１［提出部数２部（県、中畜用）］
家畜飼料債務保証円滑化資金管理状況等報告書（農業信用基金協会用）
番　号　　　　　　　　　　　　
年月日　令和　年　月　　日
公益社団法人　中央畜産会
会　長　　　　　　　殿
（　　県（都道府）畜産主務部長殿）
所　在　地
団　体　名
代表者氏名　　　　　　
担当者所属　　　　　　氏名
電話（内線）
家畜飼料特別支援資金融通事業実施要領第３の４の規定に基づき、家畜飼料債務保証円滑化資金の管理状況等を下記のとおり報告します。
記
　　　（単位：円）
	
	前年度末現在
	〇年度増減
	〇年度末現在

	代位弁済累計額
	
	
	

	
	うち基金協会分
	
	
	

	家畜飼料債務保証円滑化資金（以下「円滑化資金」）受領累計額 ①
	
	
	

	求償権回収累計額
	
	
	

	
	うち基金協会分
	
	
	

	
	
	うち中央畜産会返納分 ②
	
	
	

	求償権償却累計額
	
	
	

	
	うち基金協会分③
	
	
	

	
	
	うち円滑化資金分
 ④＝③×1╱4
	
	
	

	家畜飼料債務保証円滑化資金残高　（①－②－④）
	
	
	


（注）求償権回収累計額及び求償権償却累計額は、代位弁済累計額に対応するもののみを記入すること。
別紙様式第１７号の３－２［提出部数３部（県、信農連等、中畜用）］
家畜飼料債務保証円滑化資金管理状況等報告書（融資機関用）
　　　　　　　　　　　　番　号　　　　　　　　　　
年月日　令和　　年　　月　　日
公益社団法人　中央畜産会
会　長　　　　　　　殿
県（都道府）畜産主務部長殿
信用農業協同組合連合会代表理事理事長　殿
（独立行政法人農畜産業振興機構理事長が適当と認めた団体にあっては当該団体の長）
所　在　地
団　体　名
代表者氏名
　　　　　　　　　　担当者所属　　　　　　　　氏名

電話（内線）
家畜飼料特別支援資金融通事業実施要領第３の４の規定に基づき、家畜飼料債務保証円滑化資金の管理状況等を下記のとおり報告します。
記
（単位：円）
	
	前年度末現在
	〇年度増減
	〇年度末現在

	保証債務の弁済時における元本、利息及び遅延損害金の累計額 ①
	
	
	

	
	うち元本
	
	
	

	
	うち利息
	
	
	

	
	うち遅延損害金
	
	
	

	基金協会の代位弁済累計額 ②
	
	
	

	融資機関の残債権残高累計額
 ③＝①－②
	
	
	

	家畜飼料債務保証円滑化資金受領累計額（④＝③×9/10）
	
	
	

	残債権回収累計額 ⑤
	
	
	

	
	うち中央畜産会返還額
 （⑥＝⑤×0.9（④/③））　　
	
	
	

	残債権償却累計額 ⑦
	
	
	

	
	うち円滑化資金分
 （⑧＝⑦×④/③）
	
	
	

	家畜飼料債務保証円滑化資金残高　（④－⑥－⑧）
	
	
	


（注）残債権回収累計額及び残債権償却累計額は、残債権残高累計額に対応するもののみを記入すること。
別紙様式第１８号
委　　　任　　　状
　当　　　　　　　　　　　　　は、貴　　　　　　　　　　　　に家畜飼料特別支援資金融通事業実施要領（以下「実施要領」という。）第４の２に基づき、次のことを委任いたします。
記
実施要領第２の１の利子補給事業の実施に関すること及び実施要領第３の家畜飼料債務保証円滑化対策事業の実施のうちの融資機関に対する家畜飼料債務保証円滑化対策事業の実施に関すること。
令和　　年　　月　　日
　　　　　　　　　所　在　地
　　　　　　　　　名　　　称
　　　　　　　　　代表者氏名　　　　　　　　　　　印
別紙様式第１９号〔提出部数２部（県、中畜用）添付資料も同じ〕
家畜飼料特別支援資金貸付等実行報告書（委託機関用）
（平成　年　月　日から平成　年　月　日までの間の貸し付けに係るもの）
番　号　　　　　　　　　
年月日　平成　年　月　日
　　公益社団法人　中央畜産会
会　長　　　　　　　　　　殿
　（　　　県（都道府）畜産主務部長殿）
所　  在  　地
委 託 機 関 名
　　　　　　　　　代 表 者 氏 名　　　　　　　 印
                           　　　　担 当 者 所 属　　　　　　　氏名

 　　　　　　　　　　　　　　　　　電話(内線) 
          　　 
　別添のとおり、下記の融資機関より家畜飼料特別支援資金の貸付実行報告書の提出がありましたが、内容が適当と認められるので、家畜飼料特別支援資金融通事業実施要領第４の３の規定に基づき、提出します。
記
１　貸付実行概要
	融資機関名
	畜種の別
	貸付実行額
（千円）
	基金協会債務保証額（千円）
	貸付人数
（人）

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


（注）融資機関ごと、畜種の別ごとに記入し、融資機関ごとに小計を設けること。
２　内　訳
別添のとおり
（注）
各融資機関から提出のあった別紙様式第４号の家畜飼料特別支援資金貸付実行報告書（融資機関用）及び別紙様式第４号の別表の家畜飼料特別支援資金貸付対象者別貸付実行表を内訳資料として添付すること。
別紙様式第２０号〔提出部数２部（県、中畜用）添付資料も同じ〕
家畜飼料特別支援資金貸付実行状況等異動報告書（委託機関用）
　　　　　　　　　　　　　番　号　　　　　　　　　
年月日　令和　年　月　日
　　公益社団法人　中央畜産会
会　長　　　　　　　　　　　殿
（　県（都道府）畜産主務部長殿）
　　　　　　　所在地
　　　　　　　委託機関名
　　　　　　　　　　　　　　　代表者氏名　　　　　　　 印
                           　　　　　　　　担当者所属　　　　　　　氏名

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　電話(内線) 
　下記の融資機関より家畜飼料特別支援資金貸付実行状況等異動報告書の提出がありましたが、内容が適当と認められますので、家畜飼料特別支援資金融通事業実施要領第４の３の規定に基づき、別表のとおり報告します。
記

（融資機関名）
（注）
融資機関から提出のあった別紙様式第６号の家畜飼料特別支援資金貸付実行状況等異動報告書（融資機関用）及び別紙様式第６号の別表の家畜飼料特別支援資金貸付実行状況等異動表を別表として添付すること。
別紙様式第２１号〔提出部数２部（県、中畜用）添付資料も同じ〕

家畜飼料特別支援資金利子補給金請求書（委託機関用）
（平成１９・２０・２１・２２年度　上半期・下半期の貸し付けに係るもの）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　請求書提出期限
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　令和　　年　　月末日分
　　
　　　　　　　　　　　　　　番　号　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年月日　令和　　年　　月　　日
　　公益社団法人　中央畜産会
会　長　　　　　　　　　　殿
（　　　県（都道府）畜産主務部長殿）
　　　　　　所在地
　　　　　　　委託機関名
　　　　　　　　　　　　　　　代表者氏名　　　　　　　 印
                           　　　　　　　　担当者所属　　　　　　　氏名

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　電話(内線) 
　　　　　　　 
　別添のとおり、融資機関より家畜飼料特別支援資金利子補給金請求書の提出がありましたが、その内容を審査した結果適正と認められるので、家畜飼料特別支援資金融通事業実施要領第４の３の規定に基づき、利子補給金を下記のとおり請求します。
記

１．利子補給金請求額　　　　　　　　　　　　　　　　円
　　　　
２．利子補給金の振込先金融機関名等
　　　金融機関名

　　　預金種目
　　　口座番号
　　　口座名義
３．添付書類
　　融資機関からの別紙様式第９号の家畜飼料特別支援資金利子補給金請求書（融資機関用）
（注）
１　利子補給金請求額は、利子補給金を請求する融資機関ごとの利子補給金請求額の合計額を記入すること。

２　利子補給金請求該当の貸付実行年度の記入欄は、利子補給金請求該当の貸付実行年度及び貸付実行年度の上半期・下半期の別の該当項目に○印を付すこと。
なお、貸付実行年度の上半期とは４月１日から９月３０日までの間の貸し付けに係るものを、下半期とは１０月１日から翌年の３月３１日までの間の貸し付けに係るものをいう。

３　振込先金融機関名欄には、振込先の本店（本所）若しくは支店名を記入すること。
別紙様式第２２号〔提出部数２部（県、中畜用）添付資料も同じ〕
家畜飼料特別支援事業実績報告書（委託機関用）

　　　　　　　　　　　　番　号　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年月日　平成　　年　　月　　日
　　公益社団法人　中央畜産会
会長　　　　　　　　　　　　殿
（　県（都道府）畜産主務部長殿）
　　　　　　　
　　　　　　所在地
　　　　　　　委託機関名
　　　　　　　　　　　　　　　代表者氏名　　　　　　　 印
                           　　　　　　　　担当者所属　　　　　　　氏名

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　電話(内線) 
         　　　　　　　　　　 
　別添のとおり、下記の融資機関から平成　　年度における家畜飼料特別支援資金の融資実績の報告がありましたが、その内容が適正と認められるので、家畜飼料特別支援資金融通事業実施要領第４の３の規定に基づき、提出します。
記
家畜飼料特別支援事業融資機関別実績表
	融資機関名
	畜種の別
	貸付対象者数
（人）
	貸付実行額
　　（千円）
	信用基金協会債務保証額
　　　　　　
　（千円）

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	小　計
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	小　計
	
	
	
	

	合　計
	
	
	
	


（注）１　融資機関から提出された別紙様式第１０号の家畜飼料特別支援事業実績報告書（融資機関用）及び別紙様式第１０号の別表の家畜飼料特別支援事業融資対象者別事業実績内訳表を添付すること。
２　融資機関ごと、畜種の別ごとに記入し、融資機関ごとに小計を設けること。
別紙様式第２３号［提出部数２部（県（都道府）、中畜用）添付資料も同じ］
家畜飼料債務保証円滑化資金交付申請書及び請求書（委託機関用）
番　号　　　　　　　　　
年月日　令和　年　月　日
　　公益社団法人　中央畜産会
会　長　　　　　　　　　　殿
（　　県（都道府）畜産主務部長殿）
　　　
所　  在  　地
委 託 機 関 名
代 表 者 氏 名　　　　　　　 印
担 当 者 所 属　　　　　氏名
電話(内線) 
　別添のとおり、融資機関より家畜飼料債務保証円滑化資金交付申請書及び請求書の提出がありましたが、内容が適当と認められるので、家畜飼料特別支援資金融通事業実施要領第４の３の規定に基づき、家畜飼料債務保証円滑化資金を下記のとおり請求します。
記
１．家畜飼料債務保証円滑化資金請求額　　　　　　　　　　　　円
　　　　
２．家畜飼料債務保証円滑化資金の振込先金融機関名等
　　　金融機関名

　　　預金種目
　　　口座番号
　　　口座名義
３．添付書類
　　　融資機関からの別紙様式第１５号の２の家畜飼料債務保証円滑化資金交付申請書及び請求書（融資機関用）を添付すること。

（注）
振込先金融機関名欄には、振込先の本店（本所）若しくは支店名を記入すること。






ｂ


365








PAGE  
１３

